
京都市職員給与条例の一部を改正する条例（平成２１年５月２９日京都市条例第  

号）（行財政局人事部給与課） 

諸般の状況により，職員の給与について次の措置を講じることとしました。 

１ 期末手当 

  平成２１年６月に支給する期末手当の支給割合の限度を次のとおり改定しま

す。 

改  正  前 改  正  後 

１００分の１４０（再任用職員にあ

っては１００分の７５，管理又は監

督の地位にある職員で任命権者が定

める者（以下「管理監督職員」とい

います。）にあっては１００分の１

２０） 

１００分の１２５（再任用職員にあ

っては１００分の７０，管理監督職

員にあっては１００分の１１０） 

  期末手当の支給対象に指定職給料表の適用を受ける職員（以下「指定職職員」

といいます。）を追加することとし，その支給割合の限度を次のとおりとしま

す。ただし，平成２１年６月に支給する期末手当の支給割合の限度は，１００

分の７０とします。 

区  分 支 給 割 合 

６ 月 支 給 分 １００分の７５

１２月支給分 １００分の９０

２ 勤勉手当 

  平成２１年６月に支給する勤勉手当の支給割合の限度を次のとおり改定しま

す。 

改  正  前 改  正  後 

１００分の７５（再任用職員にあっ

ては１００分の３５，管理監督職員

にあっては１００分の９５） 

１００分の７０（再任用職員にあっ

ては１００分の３０，管理監督職員

にあっては１００分の８５） 

  勤勉手当の支給対象に指定職職員を追加することとし，その支給割合の限度

を次のとおりとします。ただし，平成２１年６月に支給する勤勉手当の支給割

２



合の限度は，１００分の７５とします。 

区  分 支 給 割 合 

６ 月 支 給 分 １００分の８５

１２月支給分 １００分の８５

３ 期末特別手当 

  １ 及び２ の措置に伴い，指定職職員に対して支給している期末特別手当を廃

止します。 

４ 関係条例の一部改正 

  この条例の改正に伴い，京都市職員の育児休業等に関する条例，京都市公益的法

人等への職員の派遣等に関する条例及び京都市職員給与条例の一部を改正する条

例（平成１９年３月２６日京都市条例第３７号）の一部を改正します。 

この条例は，公布の日から施行することとしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



京都市職員給与条例の一部を改正する条例を公布する。 

平成２１年５月２９日 

京都市長  門 川 大 作   

京都市条例第   号 

京都市職員給与条例の一部を改正する条例 

京都市職員給与条例の一部を次のように改正する。 

第１７条第１項前段中「第１８条の２」を「第１８条」に改め，同条第２項第１号

中「再任用職員」の右に「及び第３条第１項第９号の給料表の適用を受ける職員」を

加え，同項第２号中「１００分の８５」の右に「，第３条第１項第９号の給料表の適

用を受ける職員にあっては１００分の９０」を加え，同条第４項を次のように改める。 

４ 次に掲げる職員については，前項の規定にかかわらず，同項の合計額に，給料月

額及び清掃職務給の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額に１００分

の２０を超えない範囲内において市長が定める割合を乗じて得た額（管理又は監督

の地位にある職員で市長が定めるものにあっては，その額に，給料月額に１００分

の２５を超えない範囲内において市長が定める割合を乗じて得た額を加算した額）

を加算した額を第２項の算定基礎額とする。 

  第３条第１項第１号の給料表の適用を受ける職員のうちその職務の級が５級以

上である職員その他第２項の算定基礎額についてこれに準じる取扱いをすること

が適当と認められる職員として市長が定めるもの 

  第３条第１項第１号及び第９号の給料表以外の給料表の適用を受ける職員のう

ちその職務の複雑，困難及び責任の度等を考慮して前号の職員に相当する職員と

して市長が定めるもの 

  第３条第１項第９号の給料表の適用を受ける職員 

第１８条第２項第１号中「１００分の７５（」の右に「第３条第１項第９号の給料
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表の適用を受ける職員にあっては１００分の８５，」を加え，「，１００分の９５」

を「１００分の９５」に改め，同条第４項後段中「同条第４項」を「同条第４項各号

列記以外の部分」に改める。 

第１８条の２を削る。 

第１８条の３第２項中「，第１３条」を「及び第１３条」に改め，「，第１７条及

び第１８条」を削り，同条を第１８条の２とする。 

 附則に次の１項を加える。 

４ 平成２１年６月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第１７条第２項及び第

１８条第２項の規定の適用については，第１７条第２項第１号中「１００分の１４

０」とあるのは「１００分の１２５」と，「１００分の７５」とあるのは「１００

分の７０」と，「１００分の１２０」とあるのは「１００分の１１０」と，第１８

条第２項第１号中「１００分の７５」とあるのは「１００分の７０」と，「１００

分の８５」とあるのは「１００分の７５」と，「１００分の９５」とあるのは「１

００分の８５」と，同項第２号中「１００分の３５」とあるのは「１００分の３０」

とする。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，公布の日から施行する。 

（関係条例の一部改正） 

２ 京都市職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。 

第７条第３項を削る。 

３ 京都市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を次のように改正する。 

第４条中「，期末手当及び期末特別手当」を「及び期末手当」に改める。 

４ 京都市職員給与条例の一部を改正する条例（平成１９年３月２６日京都市条例第



３７号）の一部を次のように改正する。 

  附則第１０項中「，第１８条の２第３項」を削る。 

（行財政局人事部給与課） 

 


